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福井県国民健康保険団体連合会 

 



≪国保連合会の処理日程について≫  

１．事業所の請求から介護給付費支払まで 

 

サービス提供月の翌月 サービス提供月の翌々月 

      

            

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

① 上記日程の「請求締切日：10 日」「審査結果通知の送付：月末」「支払通知の送付：20 日」「介護給付費の支払：26 日」は基準日ですので月によって前後

します。 

② 「審査結果通知」と「支払通知」は介護給付費の請求媒体を伝送で届出をしている事業所は伝送で、磁気媒体（ＣＤ－Ｒ、ＦＤ）または帳票で届出をし

ている事業所は郵送しています。 

③ 月末に送付する「審査結果通知」は請求に誤りがなければ送付されません。 

   また、「支払通知」の「介護給付費過誤決定通知書」「介護給付費再審査決定通知書」も過誤や再審査がなければ送付されません。 

④ 「審査結果」は次回の請求に間に合うように送付しています。返戻となった明細書等については 10 日までに修正して再請求してください。 

  減単位や、保留となった明細書等については、関係の事業所等と連絡・調整をしてください。 

 

 

 

支払通知の送付 

・介護給付費等支払決定額通知書 

・介護給付費等支払決定額内訳書 

・介護給付費過誤決定通知書 

・介護給付費再審査決定通知書 

・主治医意見書支払一覧表 

請
求
締
切
日 

審査結果通知の送付 

・介護保険審査決定増減表 

・介護保険審査増減単位数通知書 

・請求明細書･給付管理票返戻(保留)一覧表 

1 日 10 日 月末 20 日 

介
護
給
付
費
の
支
払 

請求受付期間 

26 日 
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２．要介護の認定申請（変更申請）から連合会マスターへの登録まで 

 

 

  

  

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定の申請（変更申請）から認定まで通常 30 日程度です。手続きの不備等があれば 30 日以上の日数がかかります。 

  図のような場合は、申請（変更申請）の翌月に介護給付費を請求しても１２Ｐ０エラー（受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません）、変更申請の場

合は１２ＰＡエラー（変更申請中の受給者です）になり返戻となります。要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定決定日等を確認して連

合会マスターへの登録が終了する月以降に請求してください。 

 

 

 

 

 

変
更
申
請
の
場
合
は 

連
合
会
へ
変
更
申
請
日
か
ら 

「
変
更
申
請
中
」
の
届
出 

保
険
者
か
ら
連
合
会
へ 

要
介
護
者
認
定
の
届
出 

保
険
者
で
の 

「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
て
決
定 

事
業
所
か
ら
の
請
求
と 

要
介
護
者
マ
ス
タ
ー
と
の
チ
ェ
ッ
ク 

保
険
者
が
被
保
険
者
へ 

「
被
保
険
者
証
」
送
付 

この間約 30 日 

保
険
者
へ
認
定(

変
更)

申
請 

1 日 
翌月 
5 日 10 日 

翌々月 
5 日 月末 

- 
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３．事業所の返戻（過誤）依頼から連合会への再請求まで 

  

  

過誤申立当月 過誤申立翌月 過誤申立翌々月 

      

            

  

 

  
    

  
  

 

 

 

  

 

 

① 「過誤申立の締切日：20 日」「介護給付費過誤決定通知書：20 日」「受付締切日：10 日」は基準日ですので月によって前後します。 

 

② 保険者によっては事業所からの返戻（過誤）依頼の締切日が決まっている場合がありますので、各保険者に確認の上依頼してください。連合会の過誤申

立締切日直前に保険者へ返戻（過誤）依頼をしても、手続きの関係で連合会への申立が翌月となることがあります。 

 

③ 再請求する場合は必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で過誤になった事を確認してください。過誤が決定されないうちに再請求されるとＡＮＮ４

エラー（既に該当する介護給付費給付実績が存在しています）になり返戻となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日 20 日 月末 
20 日 

前後 
10 日 

連合会にて 

過誤処理 

連合会から事業所へ 

「介護給付費過誤決定通知書」の送付 

事
業
所
か
ら 

保
険
者
へ 

申
立
依
頼 

保
険
者
か
ら 

連
合
会
へ 

過
誤
申
立 

事
業
所
か
ら 

連
合
会
へ 

再
請
求 
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決定：給付管理票が正しく国保連に登録された 

決定：請求した分が国保連から事業所へ支払われる 

査定：請求した分の一部が国保連から事業所へ支

払われる 

返戻：請求明細書に誤りがあったため、国保連から 

    事業所へ返却され、支払はない 

※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと 

保留：請求明細書に誤りはないが、給付管理票が返戻ま

たは提出されなかったため、支払が行われない。決められ

た期間内に給付管理票が提出されれば国保連から事業所

へ支払いが行われる 

※保留の有無、期間は国保連ごとに異なる 

※原因、対応方法はエラーコード「保留・返戻」を参照のこ

と 

返戻：給付管理票に誤りがあったため、国保連に登録されず

に返却された 

※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと 

４．国保連合会でのチェックと支払までの流れ 

- 

- 
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５．給付管理票 「新規」「修正」「取消」 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 1870000000 平成２５年５月審査分                                 平成２５年５月３１日 

                                                                     

事 業 所 名 □□介護事業所 

保険者番号 
被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス 

提供年月 

サービス 

種類コード 

サービス 

項目コード 
増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

990000 
0000000001 

H24.4 15 1345   
 

 
ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ  

990000 
0000000001 

H24.4 15 5051  
   

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ  

990000 
0000000001 

H24.4 15 5301 -4,924 Ａ 
給付管理票に実績が記載されていないもの  

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 確定単位数（ 0 単）請求単位数（ 4924 単） 

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

 

 

 

 

 

                                                    

１ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会              

福井県介護給付費審査委員会 

内容・・給付管理票に実績が記載されていないもの 事由記号＝Ａ 

原因・・請求された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターから提出されているが、その中に該当のサービス事業所

の該当サービスの実績（計画単位数）が入力（記載）されていない場合。 

この場合、一覧表の内容欄に表示される確定単位数は０単位となります。 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに連絡

し、給付管理票に実績を入れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。減単位された（０単位となった）請求明細書に

ついては、返戻となっているわけではない（０円の支払いがされたという処理になっている）ので、再度請求する必要はありません。給付管理票が正し

く修正されれば、給付管理票が修正された年月の審査分で減単位されていた金額がサービス事業所に支払われます。 

「給付管理票に実績が記載されていないもの」についての具体例（請求明細書に誤りが無かった場合） 

 

より下は給付管理票が誤っていた場合の処理 

請求明細書 

Ａ事業所 

Ｄ被保険者 

 

請求単位数 100 単位 

給付管理票 

Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ｂ事業所  500 単位 

Ｃ事業所  300 単位 

給付管理票 

Ｄ被保険者 
 

サービス計画 

Ｂ事業所  500 単位 

Ｃ事業所  300 単位 

Ａ事業所  100 単位 

修正 

０単位で決定 

給付管理票が修正されたら、減点されていた 100 単位

が支払されます。 

突合 

同一被保険者、同一サービス年月の「請求明細書」（Ａ事業所から請求）と「給付管理票」を突合したところ、給付

管理票にはＡ事業所のサービス計画が入力（記載）されてないため、Ａ事業所の請求 100 単位は減額となります。 

「Ａ事業所 100 単位」のサービス計画を入れた給付管理票を「修正」で作成し、

提出します。 例えばこの処理が平成 24 年 5 月請求時に行われた場合は、平成 24

年 5 月審査分で、Ａ事業所に 100 単位分の支払がされます。 

給付管理票の修正により復活した支払金額は、本会作成の「介護給付費再審査決

定通知書」により詳細な情報が通知されます。 

給付管理票の修正 

 

- 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 1870000000 平成２５年５月審査分                                    平成２５年５月３１日 

                                                                     

事 業 所 名 □□介護事業所 

 

保険者番号 
被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス 

提供年月 

サービス 

種類コード 

サービス 

項目コード 
増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

990000 
0000000002 

H24.4 16 2101   
 

 
ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ  

990000 
0000000002 

H24.4 16 5400  
   

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ  

990000 
0000000002 

H24.4 16 5605 -1,088 Ｂ 
給付管理票の実績を超えるもの  

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 確定単位数（ 5427 単）請求単位数（ 6515 単） 

 
 

    
   

  

 
 

     
  

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

 

 

 

 

 

 

                                                   

１ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

福井県介護給付費審査委員会 

内容・・給付管理票の実績を超えるもの 事由記号＝Ｂ 

原因・・請求された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターから提出されていて、その中に該当のサービス事業所の該

当サービスの実績（計画単位数）が入力（記載）されているが、その給付管理票の計画単位数が請求明細書の請求単位数よりも少なかった場合。 

この場合、確定単位数は給付管理票の計画単位数と同じ単位数になります。 

対応・・基本的な対応については、「給付管理票に実績が記載されていないもの」と同様となります。 

 

「給付管理票の実績を超えるもの」についての具体例（請求明細書に誤りが無かった場合） 

 

請求明細書 

Ａ事業所 

Ｄ被保険者 
 
 
請求単位数 200 単位 

給付管理票 

Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ａ事業所  100 単位 

Ｂ事業所  300 単位 

100 単位で決定 給付管理票の修正 

給付管理票に記載されているＡ事業所の計画単位数が「100 単位」

となっているため、200 単位を請求したＡ事業所は、100 単位減額

され、100 単位のみの支払となります。 給付管理票に誤りがあっ

た場合は、給付管理票を修正します。基本的には、前頁で説明して

いる内容と同一の処理になります。（給付管理票が修正されれば、

減額されていた 100 単位分が支払われます。） 

給付管理票 

Ｄ被保険者 

 

サービス計画 

Ａ事業所  200 単位 

Ｂ事業所  300 単位 

 

修正 
突合 

- -7-



 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 1870000002 平成２５年５月審査分 

                                                             平成２５年５月３１日 

事業所（保険者）名   Ｂ支援事業所 

          

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
サ H25.4 43  1000 B 

支援事業所番号：市町村の認定情報と不一致

（支援事業所） 
１２Ｐ４ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
サ H25.4 43  1000 B 

被保険者番号：市町村の認定情報と不一致

（支援事業所） 
１２Ｐ４ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
        

  

  
        

  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 １ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２Ｐ４ 

内容・・支援事業所番号、被保険者番号：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） 

原因・・保険者（市町村）が国保連に登録している該当の受給者の“利用者の居宅支援事業所”の番号と請求明細書を提出した事業所番号が違って

います。 

対応・・請求した事業所が“利用者の居宅支援事業所”として、該当月以前に保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に届出をしてい

るか確認して下さい。届出をしていなければ請求できません。 

    届出をしているにも関わらずエラーになった場合は、保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に問合せてください。保険者の

国保連への登録が間違っていれば、保険者の修正が終了した後、再提出してください。 

 
 

ポイント！ 受給者台帳 

保険者（市町村）は国保連に以下のような受給者の情報を登録しています。 

受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、 

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号等を登録 

 

- 
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「備考」欄 エラーコード＝１２Ｐ４となる居宅介護支援介護給付費明細書の例  

（この居宅介護支援介護給付費明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連から送付されます。） 

 

 様式第七 

 居宅介護支援介護給付費明細書 
 

                 平成 2 5 年 0 4 月分 

                          

公費負担者番

号 

                保険者番号 1 8 0 0 0 0 

 

居宅介護 

支援事業

者 

事業所 

番号 
9 9 7 0 0 0 0 0 0 2 

所在地 

〒 1 2 3 － 4 5 6 7  

△△県△△市△△町１－２－３ 

事業所 

名称 

 

 

Ｂ支援事業所 連絡先 電話番号 ０１２－３４５－６７８９ 

単位数単

価 
1 0 0 0 （円／単位） 

 

項番 

被
保
険
者 

被保険者番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(フリガナ） 
 
氏名 

ｶｲｺﾞ   ﾀﾛｳ 

性別 ○1 ．男   2．女 
介護 太郎 

 公費受給者番号        

生年 
月日 

1．明治  2．大正  ○3 ．昭和 
要介護 
状態区分 

要介護 
１・○2 ・３・４・
５ 

認定 
有効期間 

平
成 

2 5 年 0 1 月 0 1 日 
か
ら 

0 5 年 0 5 月 0 5 日 
平
成 

2 5 年 1 2 月 3 1 日 
ま
で 

担当介護支援 
専門員番号 

9 9 0 0 0 0 0 1 

サービス計画 

作成依頼 

届出年月日 

平

成 
2 5 年 0 1 月 0 1 日   

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要 サービス単位数合計 

                         

                   請求額合計 

                         

                    

 

 

エラーの原因と対応 

 

原因・・ 

「保険者が国保連に登録しているｶｲｺﾞ 

ﾀﾛｳの支援事業所」と「請求明細書を提

出してきたｶｲｺﾞ ﾀﾛｳの支援事業所」が

一致していないため、１２Ｐ４エラー

となります。 

対応・・ 

請求したＢ支援事業所は、「ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ

の支援事業所」として保険者に届出を

しているか確認してください。届出を

していなければ、Ｂ支援事業所は請求

できません。 

 

受給者台帳 

（保険者（Ａ市）が国保連に登録している受給者の情報） 
 

被保険者番号 被保険者名 居宅サービス作成区分 支援事業所番号 

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 1:居宅介護支援事業所作成 Ａ支援事業所 

 

国保連は、「保険者が国保連に登録しているｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ

の支援事業所」と「請求明細書を提出してきたｶｲｺﾞ ﾀ

ﾛｳの支援事業所」が一致しているか点検します。不

一致の場合、１２Ｐ４エラーとなります。 

誤：Ａ支援事業所 

正：Ｂ支援事業所 

突合を行う箇所 

国保連が点検時に見る箇所 

 

- 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 1870000000 平成２５年５月審査分 

                                                             平成２５年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 H25.4 11  15,869 B 証記載保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 H25.4 11  15,869 B 被保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
        

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

１ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町村の認定変更が未決定 

原因・・保険者（市町村）が国保連に登録した最新の受給者情報の中で、要介護認定について「変更申請中」（更新申請中も含む）となっている被保険

者の給付管理票や請求明細書が提出された場合に発生します。原因は下記の場合と考えられます。 

① 保険者が国保連に登録する情報に登録漏れや誤りがある場合。 

② 保険者の国保連への受給者情報の登録期限（通常は前月末迄の異動情報を当月の４日迄に提出）と、事業者の請求書提出期限（通常は１０日）に

期日のズレがあるため、事業者は当月の請求迄に変更申請が確定（却下を含む）されていることを確認して請求明細書等を提出しても、エラーと

なり返戻されることがあります。（この登録期限と請求書提出期限のズレによるエラーについては「１２ＰＡ」だけでなく、受給者台帳とのマッチ

ング（突合）によるエラー全般に該当します。） 

③ 単に変更申請中であることを忘れていて請求した場合。 

④ 平成１７年１０月サービス分以降については、従来からの「要介護認定」の変更申請に加え、「特定入所者」にかかる申請又は変更申請を行うよう

になりました。このため、「要介護認定」「特定入所者」のどちらか一方でも申請中であればエラーとなります。 

対応・・①②④については該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。変更申請（または更新申請）が確定（却下を含む）し、受

給者情報に登録したことを確認の上再提出します。 

③については変更申請確定後、再提出します。 

保険者が変更申請（または更新申請）を受け付けてから確定するまで約３０日かかります。この日数を考慮に入れて請求してください。また再提出時の

注意点として、変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成した請求明細書や給付管理票で提出するように

して下さい。 

 

１つの請求明細書につき証記載保険者番号と被保険者番号の

エラーがセットで出力されます。 

 

- 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 1870000000 平成２５年５月審査分 

                                                             平成２５年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 H25.4 21 

 
4,436 C 

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理

票の修正依頼が必要 
返戻 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 １ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

 
ポイント！ 給付管理票[新規][修正][取消]５ページをご参照ください 

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の修正依頼が必要 

原因・・請求明細書と居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが提出した給付管理票の内容が不一致で、かつ、特定入所者介護サービス費の

請求がある場合にこのエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。 

①請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力（記入）されていない場合 

②請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所又は地域包括支援セ

ンターに連絡し、給付管理票に実績を入れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。請求明細書は返戻と

なっているので再度請求しなければなりません。 

 

 

 
ポイント！ “エラーコード=返戻”、“内容＝支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要”の原因と対応については１２ページをご参照ください。 

- 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 1870000000 平成２５年５月審査分 

                                                                    平成２５年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 H25.4 15 

 
10,043 C 

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が

必要 
保留 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 
 
   〔例 １〕平成２４年５月審査分で「保留」となり、給付管理票が提出されなかった場合 
 
 
 
 
 
   〔例 ２〕平成２４年５月審査分で「保留」となり、平成２４年６月審査時に給付管理票が提出された場合 
 
 

                             １ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝返戻・保留 

平成２４年５月審査 平成２４年６月審査 平成２４年７月審査 

保留 給付管理票 提出 支払 

最初に保留となった翌月に「返戻」とな

ります。 

保留期間中に給付管理票が提出されれ

ば、その月の審査対象になります。 
（実際の支払は２４年７月振込分です） 

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 
サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要（支援事業所のサービス計画費の場合） 

原因・・①保留 利用者の請求明細書は提出しているが、サービス計画をまとめた給付管理票の提出がない場合または給付管理票が返戻となっている場合に、このエ

ラーとなります。給付管理票、請求明細書共に提出は１月単位ですので、同月の給付管理票の提出が無い場合です。 
国保連では、通常１ヶ月間請求情報を保留するようにしています。（この保留期間は、各県の国保連によって違います）保留されている期間中に、該

当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年月で保留となっていた請求明細書の支払が行われます。 
②返戻 保留期間内に給付管理票が提出されなければ請求明細書は返戻となります。この場合、備考欄には“返戻”と表示されます。 

対応・・①該当利用者の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ連絡をして、給付管理票を連合会へ提出するように依頼します。①の場合は、請求明細書を

再請求する必要はありません。②の場合は、請求明細書を再請求する必要があります。 
 
 

返戻 

平成２４年５月審査 平成２４年６月審査 

保留 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 1870000000 平成２５年５月審査分 

                                                             平成２５年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 H25.4 13 

 
4,455 C 査定でエラーのあるもの 返戻 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          １ 頁 

福井県国民健康保険団体連合会 

内容・・査定でエラーのあるもの 

原因・・請求明細書と居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが提出した給付管理票の内容が不一致で、かつ、特別地域加算、小規模事業

所加算、中山間地域等提供加算等を含む請求がある場合にこのエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。 

①請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力（記入）されていない場合 

②請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所又は地域包括支援

センターに連絡し、給付管理票に実績を入れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。請求明細書は返

戻となっているので再度請求しなければなりません。 

 

「備考」欄 エラーコード＝返戻 

 
ポイント！ 給付管理票[新規][修正][取消] 

５ページをご参照ください 

- 
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